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別紙 

 

令和８年度 全国市有物件災害共済会「建物総合損害共済」加入基準 
 

以下の基準により加入しています。 

 加入基準 

建 

物 

の 

場 

合 

( 1)  土砂災害危険区域にある建物 

※ 構造級「鉄筋コンクリート造( １級) 、鉄骨造( ２級) 、木造( ３級) 」は問わない 

( 2 )  計画規模浸水想定地域（３ｍ以上）に在する建物  

※ 構造級１級～３級は問わない 

( 3 )  構造級３級の建物  

※ 構造級１級・２級の建物は対象外とする。 

( 4 )  構造級１、２級の建物でも火災が懸念される建物 

※ 給食センター、清掃センター、火葬場等 

( 5 )  住民自治協議会が受託する公民館 

※ 簡易な建物含む（構造級は問わない） 

( 6 )  ( 1) ～( 5 ) であっても普通財産については対象外とする。 

※ ただし管理、契約上加入が必要なものを除く 

( 7 )  ( 1) ～( 5 ) に該当しない建物でも 、管理、契約上加入が必要と認められるも の

は、加入の対象とする。 

※ 取得価額が5 0 0 万円未満（税込）の簡易な建物（四阿、トイレ、倉庫等）は、 

上記( 1) ～( 4 ) に該当しても対象外とする。 

工
作
物
 動
産
の
場
合 

( 1)  10 0 万円以上（税込）の工作物・動産で、取得から 10 年以内の物件 

( 2 )  （1）のう ち太陽光発電装置や電子関連機器等は、落雷時自動過電流遮断装置 

がある物件を除く 

( 3 )  借用物件で施設管理者が加入適当と判断する物件 ( 価額、借用期間は問わ 

ない)  

※ 遊具は対象外とする。 
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